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○

ペｯﾄにも相続税？

Q:ペットショップに行くと、1頭100

万円などという犬も見かけます。こうした犬

の飼主に相続があった場合、犬にも相続税は

かかるのでしょうか。

また、かかるとすればどのように評価する

のでしょうか。

A.:血統書付きの犬や猫には、相続税がか

かりますが、それ以外の場合はかかりません。

【解説】

国税庁の定める財産評価の取扱いに「牛馬

等」という項目があり、牛、馬、犬、烏、魚

などの評価について、次のように定めていま

す ◎

｢原則として種類別、用途別、年齢別等に

応じて国税局長の定める標準価額によって評

価する。ただしその血統、経歴等により著し

くその価額に影響を及ぼすと認める牛馬等で

標準価額により評価することが不適当である

と認められるものについては、売買実例価額、

精通者意見価額等を参酌して評価する。」

この取扱いでは「標準価額」といっていま

が、東京国税局で標準価額を取り決めている

のは 、 牛についてのみです。そうすると結局

は、絵画や骨董品と同じように、専門の販売

業者に価格の査定を依頼し評価する以外方法

はないでしょう 。
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